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マイナ保険証を基本とする仕組みへの移行について（周知） 

 

 

平素より本会事業の推進に対し格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

今般、標題について、日本医師会より連絡がまいりました。 

本年 12 月１日に、全ての保険者において発行済みの健康保険証の有効期限が到来し、12 

月２日以降、マイナ保険証（健康保険証の利用登録がなされたマイナンバーカードをいう。

以下同じ。）を基本とする仕組みへと移行することになります。それに伴い、厚生労働省に

より、マイナ保険証による資格確認を基本とした運用を行っていく上での留意事項について

取りまとめられました。 

なお、本通知においては、マイナ保険証等による資格確認の運用について、従来示されて

きたものと変更となる点はございません。12 月２日以降、マイナ保険証や資格確認書で受

付を行う患者さんが増えることが想定されるため、受付窓口で混乱が起こらないよう、厚生

労働省事務連絡「マイナ保険証を基本とする仕組みへの移行について（周知）」をご確認い

ただきながら、マイナ保険証等での受付運用について改めて理解を深めていただきたいとさ

れております。 

つきましては、貴会におかれましても、本件についてご了知いただくとともに、貴会会員

への周知方につき、ご高配を賜りますようお願い申し上げます。 

 

厚生労働省事務連絡「マイナ保険証を基本とする仕組みへの移行について（周知）」 

【記載概要】 

１ マイナ保険証への移行に向けた対応について 

（１）医療機関・薬局等の受付窓口の環境整備 

（２）紙レセプト請求施設での対応 

２ 12 月以降の医療機関・薬局の窓口での資格確認の運用について 

（１）マイナ保険証及び資格確認書について 

（２）移行期における暫定的な取扱い 

（３）オンライン資格確認の結果で「●」が表示された際などのレセプト請求 

（４）マイナ保険証で資格確認ができなかった場合のレセプト請求 

※上記の内容はそれぞれの運用の留意事項を取りまとめたものとなります。全体の流れ等

を確認したい場合は、次に記載する【医療機関・薬局の窓口における資格確認方法】の

URLのページをご参照ください。 



【医療機関・薬局の窓口における資格確認方法】 

医療機関等の窓口で資格確認を行う方法の詳細については、 

下記サイトをご確認ください。 

https://iryohokenjyoho.service-

now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0011769 

 

【マイナ保険証の利用等の資格確認運用等に関するお問い合わせ先】 

〇オンライン資格確認等コールセンター 0800-080-4583（通話無料） 

月曜日～金曜日（祝日を除く）8：00～18：00 

土曜日（祝日を除く）8：00～16：00 

 

【マイナ保険証を基本とする仕組みへの移行に向けた準備セミナー】 

令和７年 11月 14日付 日医発第 1341号（情シ）（保険）「マイナ保険証を基本とする仕

組みへの移行に向けた準備セミナー開催について（周知依頼）」にてお知らせがありまし

たセミナーが、マイナ保険証等での受付運用の理解を深めることに非常に有用とされてお

ります。 

アーカイブ配信もございますので、ぜひご視聴ください。下記、セミナーの情報です。 

日時：令和７年 11月 20日（木）18:00～18:30（予定） 

開催方法：YouTube ライブ配信（後日アーカイブ配信） 

＜参加用 URL＞ 

https://youtube.com/live/BobZbVvO6Uc?feature=share 
 

同アドレスで一定期間（12月１日（月）20:00 まで）アーカイブ視聴可能。 

上記以降については、厚生労働省 HP マイナ保険証利用促進に役立つ動画コンテンツ

（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43776.html）にアーカイブ動画が掲載される予

定です。 
 

＜開催目的＞ 

①12 月以降の医療機関・薬局の窓口での資格確認方法について説明し、健康保険証の

有効期限満了に向けた準備や円滑な資格確認を行っていただく。 

②何らかの事情により、マイナ保険証で受付が出来ない場合の資格確認方法やレセプト

請求方法等について、具体的に解説することにより、有効な保険資格を有する方が適

切な自己負担分(３割分等)の支払いで保険診療を受けられるように取り組んでいた

だく。 

③スマートフォンでのマイナ保険証利用等について説明し、オンライン資格確認をより

便利にご利用いただく。 
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